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当社元役員に対する訴訟の控訴審判決に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年 3 月 14 日付け「当社元役員に対する訴訟の提起に関するお知らせ」及び平成 27 年 6

月 30 日付け「当社元役員に対する訴訟の判決に関するお知らせ」において公表しましたとおり、当社の元取

締役沢田喜代則、森原哲也、久保田貴之(以下「元役員ら」または「控訴人ら」といいます)を被告として、名古

屋地方裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起し、平成 27 年 6 月 30 日同裁判所より判決の言い渡しがな

され、元役員らより当該判決について不服として控訴されておりましたところ、本日名古屋高等裁判所におい

て控訴審判決の言い渡しがなされましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 判決のあった裁判所及び判決言い渡し日 

名古屋高等裁判所 平成 28 年 7 月 29 日 

 

２． 経緯 

平成 27 年 6 月 30 日名古屋地方裁判所より第一審判決の言い渡しがなされましたところ、元役員らは

当該判決について不服として同年 7月 13日に控訴提起しておりましたが、今般、控訴審判決が言い渡さ

れることとなりました。 

 

３． 判決の要旨 

控訴人らの請求の全部を棄却し、控訴費用は控訴人らの負担とする。 

 

４． 今後の見通し 

今回の判決により、当社の主張があらためて認められたものと理解しております。今後、本件訴訟に関

して追加で開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。 

以上 


